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令和 6年度第 1 回審査会での質問と回答（南陽工場） 
 

 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

1 
土
壌 

9 ページの工程表を見

るとこれから前処理棟の

建築工事で地下躯体の工

事を始める時に、土壌で

色々と基準値を超えてい

たところはすでに掘削し

ているのですか。 

建設作業員への周知と

いうのは行われているの

でしょうか。 

45 ページの中央の青

色部分の前処理棟は 15

ｍ掘削範囲で、前処理棟

の基礎を支える杭を打ち

込む工事を行っていると

ころで、15ｍ掘るので杭

を打ち込む時に出た土

は、汚染土壌を処理でき

るところへ持って行って

処理をします。そして、

杭を打つことによって下

に広がったり横に広がっ

たりする可能性があるの

で、広がらない施工方法

で施工し、本当に広がっ

ていないかを確認するた

めに施工範囲の周りに観

測井戸を設けて、地下水

の調査を行い確認しなが

ら工事をするという指導

をしております。 

施工業者には汚染土壌

の処理について指導をし

ていますので、会社内で

周知徹底されていると認

識しております。 

 設備更新工事着手後よ

り、土壌汚染対策法、名古

屋市環境保全条例等に基

づき、汚染土壌のある土

地の掘削等を適切に実施

しております。 
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 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

2 

土
壌
・
地
下
水 

52 ページの地下水の

調査結果で、ふっ素とほ

う素が基準を超えてい

て、これは海が近いので

海水の影響があると説明

していただきました。地

下水のほう素の濃度が特

に高いのは、46 ページの

土壌溶出量調査で、ふっ

素、ほう素、それ以外の

項目で基準を超えている

ので、土壌からの溶出の

影響もあるのでしょう

か。 

土壌の方も、海の影響

があるとしたら、海から

の飛沫などでふっ素やほ

う素が高くなっているの

か、人為的な影響で高い

のかわかればと教えてい

ただきたいと思います。 

南陽工場ですが、焼却

工場を建てる前は埋め立

て処分場であったので、

色々な廃棄物を埋め立て

ており、焼却工場の操業

による汚染というより

も、埋め立てによって

色々な有害物質が出てい

ることが考えられます。

また海が近いので、元々

海にあった成分や浚渫土

に含まれていた重金属類

が検出されている可能性

もあり、自然的な要因で

汚染されている部分と人

為的に汚染されている部

分がミックスしていると

いうところです。 

地下水については、完

全に海の影響なのかと言

うと、46 ページのふっ素

の土壌溶出量は基準の

10 倍以上超えている 58

という値なので、人為的

な要因によるものかと思

います。だから、100％海

水の影響で人為的なもの

はないとは言い切れない

部分もありますが、スト

レーナーの位置が深いと

ころから採取しています

ので、海水の影響が大き

いと聞いております。 

 左記のとおり、汚染原

因の特定は困難ですが、

土壌の掘削が影響するこ

とも考えられることか

ら、今後も継続して定期

的な地下水の水質測定を

実施し、汚染が拡散しな

いよう監視しながら工事

を進めてまいります。 
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 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

3 
地
盤 

54 ページの地盤沈下

量のところで、今回は 1

回目の測量を行った結果

で、沈下量自体は測定さ

れてないので、調査結果

に地盤沈下量の調査結果

とか地盤変位の調査結果

と書いてあるのが誤解を

生む表現かと思いまし

た。 

下の表も、沈下量の調

査結果となっています

が、まだ沈下量自体は出

ていないので書き方を修

正できたらと思います。 

沈下量がわかるような

調査結果に修正するよう

事業者に伝えます。 

ご意見を踏まえ、次回

の報告書は、わかりやす

い図書となるよう十分配

慮いたします。 

4 

土
壌
・
地
下
水
・
廃
棄
物 

1 点目は、廃棄物のと

ころで、追加工事があっ

て取り壊したものが増え

たので廃棄物が増えたと

いう報告があったと思う

のですが、59 ページを見

ると、ガラスなどはほと

んど再資源化されてない

割には、かなり増えてい

るので、今後このような

追加工事があるのかとい

うところをお聞きしたい

です。 
2 点目は、今回の地下

水と土壌の汚染の結果を

見ると、砒素が急激に上

がっており、環境基準の

8 割ぐらいのところまで

来ているものがありま

す。この辺りが今回の追

加工事で出た廃棄物と何

か関連するものであるの

かという点についてわか

ることがあれば教えてく

ださい。 

今後の廃棄物の発生量

の見込みについては、評

価書の表で示している程

度の発生量と聞いており

まして、現段階ではそれ

以上のことはわからない

と事業者の方から聞いて

おります。 
46 ページの砒素は、

203 地点のうち 119 地点

で超えているということ

なのですが、砒素も自然

界に存在する物質でし

て、浚渫土とかにも含ま

れているのでそれを検出

している可能性もありま

すし、ごみを埋め立てた

時に出たものかもしれな

いし要因は色々ありま

す。ただ最大値が 0.24 で

すので、0.01 に対して 10

倍以上ありますので、す

べてが浚渫土のような

元々自然界にあったもの

ではないと理解しており

ます。 

地下水は、評価書の調

査結果より事後調査結果

の方が低い値が出ている

という認識です。 

1 点目について、現在行

っている設備更新工事で

はガラスくず及び陶磁器

くずなどの廃棄物が極端

に増える見込みはないと

考えております。 

なお、ガラスくず及び

陶磁器くずなど、分別回

収した場合でも再資源化

が困難なものの処理方法

については、評価書の時

点から埋立処分としてお

ります。 

2 点目について、今回の

設備解体工事では掘削は

行っておらず、地下水や

土壌の汚染と工事で発生

した廃棄物に関連はない

と考えております。 
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 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

5 
そ
の
他 

64 ページの苦情の件

ですが、防音のための仮

囲いを作る作業で騒音が

出ているというのは残念

なことですが、動物や鳥

に対する影響でいうと、

この場所ではこういう工

事はもうないと思うので

すが、今後仮囲いを作る

時の騒音を気にしなけれ

ばいけないと思い、今回

の仮囲いの作業がいつ行

われていたのか教えてく

ださい。 

今後、こういう渡り鳥

の生息地などでこのよう

な工事をやる時は時期の

ことを気にした方がいい

かなと思ったので質問し

ました。 

苦情のあった時期は、

令和 3 年の 5 月と聞いて

おります。南陽工場の周

辺にある工場からの苦情

であり、苦情の内容とし

ては金属同士が当たる音

がうるさいとのことで電

動斫り機とバックホウに

よる作業を行っていたと

聞いております。 
事業者の方に伝えま

す。 

苦情を発生させてしま

ったことにつきましては

大変申し訳なく思ってお

ります。今後もより一層、

環境への負荷が少ない工

事の実施に努めてまいり

ます。 
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令和 6年度第 1 回審査会での質問と回答（みなとアクルス） 

 

 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

1 

水
質
・
底
質 

77 ページの水質の調

査結果についてですが、

カドミウム、鉛、砒素、水

銀、ベンゼンを調査対象

として選ばれた理由と簡

易測定による監視結果と

はどういう手法を使って

いて、検出限界がどのぐ

らいだったのかを教えて

いただければと思いま

す。 

mg/ℓは結構高い濃度だ

と思うのですが、簡易測

定の検出限界以下だった

から ND と書かれたのか、

環境基準に全く問題ない

のでそのように書かれた

のかを教えていただけれ

ばと思います。 

簡易の測定についてで

すが、pH と SS について

は現地での簡易測定と聞

いていますが、他の ND と

書かれているものについ

ては、調査期間中の測定

は簡易測定ではなく公定

法によるものと聞いてお

ります。 

カドミウム、鉛、砒素、

水銀、ベンゼンを項目で

選んだ理由は、ここは

元々ガス製造工場があっ

たのでそれ由来のベンゼ

ンと水銀の汚染があり、

カドミウムと鉛と砒素は

自然由来の部分もあるか

と思うのですが、事業者

が対策を進めました。評

価書をまとめる段階で、

これらの項目について少

し残置している部分があ

るので、念のために工事

で出た排水を測定すると

いうことで事後調査を行

ったものです。結果は、

公定法で測って ND です

ので、環境基準以下で問

題ない結果であると認識

しております。 

カドミウム、鉛、砒素、

水銀、ベンゼンを調査対

象とした理由ですが、計

画地では平成 24年 2月ま

でに土壌の対策工事を完

了しました。その後平成

25 年 10 月まで実施され

た地下水モニタリング調

査で基準適合を確認し、

調査を終了しています。

対策工事後の状況とし

て、計画地では、工場の操

業由来と考えられるベン

ゼン、水銀のほか、自然由

来と考えられる鉛、砒素、

カドミウム、水銀が残置

している状況から、当該

物質を対象とした湧出水

の排水時におけるモニタ

リングを計画しました。 

調査方法についてです

が、pH 及び SS について

は、大きな変化があった

場合には排水を一時停止

するなどの対応のため、

排水時には 1 日 1 回の現

地での簡易測定を行いま

した。カドミウム、鉛、砒

素、水銀、ベンゼンについ

ては、月 1回、公定法によ

り調査を行った結果であ

ります。 
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令和 6年度第 1 回審査会での質問と回答（茶屋新田） 
 

 質問、意見の概要 審査会での事務局の回答 事業者等の回答 

1 
植
物 

2 つ質問がありまし

て、1 点目はコギシギシ

についてですが、南陽中

央公園を作ったというこ

とですが、これはコギシ

ギシを保全するためとい

うのもあって作られたの

かどうかというのを教え

てください。 

2 点目の質問は、この

報告書はずっと公開され

る形で、コギシギシとい

う名前で検索すると出て

くるものなのでしょう

か。 

これがコギシギシを保

全するために計画された

ものだったら失敗という

ことなので、そのやり方

に関してきちんと公表す

ることは大事だと思いま

す。それと思わぬところ

で残ったということも、

今後のためには非常に大

事な記録になりますの

で、これを公開する形に

しておけば、今後似たよ

うな植物についての保全

に役立つといいかなと思

いまして聞きました。 

公園自体はコギシギシ

を保全するために作った

ものではありません。 

今回の報告書につきま

しては、今後も市のウェ

ブサイトで公開をしてい

きます。 

 

（事務局補足） 

 環境影響評価関係図書

等については、市のウェ

ブサイトで手続き終了か

ら 10 年間公開しており

ます。その後も引き続き、

事務局にて図書の閲覧を

行っております。 
－ 

 


